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岬町デイサービスセンター施設管理仕様書 

         

１ 趣旨  

この仕様書は、隠岐の島町デイサービスセンター設置及び管理条例(平成16

年隠岐の島町条例第104号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、指定

管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 

 

２ 施設の概要 

（１）施設の名称 岬町デイサービスセンター 

（２）設置目的                              

    在宅の要介護者等及び障がい者等に対し、通所等の方法により各種のサー

   ビスを提供することによって、これらの者がその有する能力に応じて自立し

   た日常生活を営むことができるよう、また、その家族の身体的及び精神的負

   担の軽減を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）

   第244条の2第1項の規定に基づき、デイサービスセンターを設置する。 

（３）所在地   隠岐の島町岬町中の津の四302番地 

（４）設置時期  平成2年6月 

（５）規模   

  ① 建物面積  443.30㎡ 

（６）主な施設内容 

  ① 事務室 

  ② 機能訓練室 

  ③ 食堂 

  ④ 介護者教育室 

  ⑤ 一般浴室、特殊浴室 

  ⑥ 厨房 

  ⑦ 脱衣室 

  ⑧ 機械室 

  ⑨ 相談室 

  ⑩ 休憩室 
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３ 事業内容 

（１）デイサービス事業 

   ※ただし、上記に掲げるもののほか、支障のない限り施設及び設備をその他

に利用させることができる。 

 

４ 利用料金 

   地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2の規定に基づく「利用料金制」 

  を採用する。指定管理者は自らの予算において、積極的に自主事業を企画及び 

実施し、施設の利用を促進し、収入の確保を図ること。 

 

５ 指定期間 

   令和2年5月1日から令和5年3月31日までとする。（2年11カ月） 

 

６ 平成26年度～29年度の収支状況 

   別紙明細書のとおり 

 

７ 管理運営に関する基本的な考え方 

   指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理 

を代行する制度である。指定管理者は、施設の適正な管理をしつつ、利用者へ 

のサービス向上を図っていく必要がある。 

   指定管理者は、岬町デイサービスセンターを管理運営するにあたっては、次

の各項目に留意して円滑に実施する。 

   なお、隠岐の島町は施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に指示等

を行う。 

   ① 地方自治法（昭和22年法律第67号）、隠岐の島町デイサービスセンター

設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第104号。)、その他の関係法令

並びに条例及び規則等の内容を十分理解し、法令の規定に基づいた運営を

行うこと。 

   ② 指定期間中に関係法令又は条例若しくは規則等の改正があった場合は、

改正された内容を仕様とする。なお改正に伴い費用が増減する場合は、協

議により指定管理料を改定する。 
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   ③ 隠岐の島町個人情報保護条例（平成16年隠岐の島町条例第210号）の規

定に基づき個人情報の保護を徹底すること。 

 ④ 緊急時対応、防火対策についてマニュアルを作成し、従業員を指導する

とともに、事故・災害が発生した場合には、速やかに応急措置を講じるこ

と。 

 ⑤ 事業計画書等に基づき、利用者が安全、快適に施設を利用できるよう適

切な管理運営を行うとともに、管理運営経費の削減に努めること。 

 ⑥ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくとと

もに、適切な広報を行うなど、利用者増を図ること。 

⑦ 隠岐の島町と密接に連携を取りながら管理運営を行うこと。 

 

８ 管理運営のための体制の整備 

（１） 職員の雇用、配置及び研修等 

  ① 管理運営業務を実施するために必要な体制を確保するとともに、業務形態

にあった適正な人員を配置すること。              

  ② 管理運営に係る職員（臨時職員を含む）の勤務形態については、労働基準

法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他労

働関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう配置すること。    

  ③ 業務の全般を総合的に把握し、調整を行う責任者を配置し、町との連絡調

整等にあたること。 

④ 防火管理者の資格を有する者を1名配置すること。 

⑤ 職員の雇用に関しては、地元雇用を心がけること。 

⑥ 経理業務、受付業務、帳簿作成業務等体制の整備に必要な業務を実施する 

 こと。 

⑦ 配置する職員が業務全般を理解し、適切に管理運営を行うことができるよ

う研修を実施すること。また、消防計画を立て、定期的に必要な訓練を行う

こと。 

（２） 業務遂行の準備 

    指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、早期かつ円

滑に岬町デイサービスセンターの管理運営に係る業務を遂行できるように、

人的及び物的体制を整えること。なお、業務引き継ぎが必要な場合は随時行
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うこと。 

（３） 保険への加入 

    指定管理者は、募集要項及び仕様書に定める自らのリスクに対して、適切

な範囲で保険に加入すること。なお、火災保険については隠岐の島町が加入

する。 

 

９ 業務内容 

   指定管理者が行う業務は次の業務とする。なお、指定管理者が業務を一体的

 に委託することは認めないが、個別業務を他者に委託することは可能とする。

 ただし、事前に隠岐の島町の承認を得ること。 

（１）  町条例（平成16年隠岐の島町条例第104号）第3条に規定する以下の事業、

及びその他町が独自に行う事業を実施すること。 

   ① デイサービス事業  

（２）  施設及び設備の維持管理に関する業務 

① 設備・施設内の機器類の保守点検業務 

② 清掃業務 

③ その他の管理業務 

（３） 利用の許可及び利用料金の徴収業務 

（４） その他管理運営上必要な業務 

① 利用の促進に関する業務 

② 事業計画書及び報告書の作成 

  

10 備品及び消耗品等の所有権 

   指定管理者に貸し付ける備品等については、隠岐の島町の所有とし、その使

用及び保管には十分注意すること。指定管理者が自ら購入し、搬入し保管を要

する備品等については、指定管理者の所有とする。ただし、隠岐の島町に報告

すること。 

   なお、隠岐の島町所有の備品についての消耗品類の更新については、指定管

理者の負担とする。 

 

11 指定管理料 
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   管理業務に要する経費を支払わないものとする。詳しくは、指定管理者との

間で締結する協定書で定める。 

 

12 リスク分担 

協定締結にあたり、隠岐の島町が想定するリスク分担の方針は別紙のとおり

である。細部については、隠岐の島町と指定管理者が締結する協定で定める。 

 

13 協定の締結 

隠岐の島町と指定管理者は、岬町デイサービスセンターを適正かつ円滑に管

理するために必要な基本事項について、協議の上協定を締結する。 

協定は指定期間全体の基本協定及び事業年度ごとの年度協定とする。協定の

主な項目は次のとおりである。なお、隠岐の島町と指定管理者の協議により、

項目に変更を生じる場合がある。 

（１）基本協定 

  ① 指定期間に関する事項 

② 事業計画に関する事項 

③ 利用料金に関する事項 

④ 事業及び業務報告に関する事項 

⑤ 本町が支払うべき管理経費に関する事項 

⑥ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑦ 管理業務を行うにあたって保有する個人情報に関する事項 

⑧ その他町長が必要と認める事項 

（２）年度協定 

  ① 指定期間に関する事項 

② 指定管理料に関する事項 

③ 修繕費等の取扱いに関する事項 

④ その他町長が必要と認める事項 

 

14 募集日程 

（１） 募集の開始     令和2年1月8日(水) 

（２） 仕様書の配布期間  令和2年1月8日(水)から令和2年2月7日(金) 
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（３） 申請書提出期限   令和2年2月7日(金) 

（４） 指定管理者の選定  令和2年2月 中旬 

15 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容

及び処理について疑義が生じた場合は、隠岐の島町と協議し決定する。 

 


